法務局・人権擁護委員は人権課題に取り組む企業をサポートします



企業における主な人権課題とは・・・セクハラ
パワハラ
同和問題
雇用差別

これらの人権課題への取組による効果
・従業員の人権意識の向上
・企業の社会的イメージの向上
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人ＫＥＮあゆみちゃん
人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君
ＴＥＬ 058-245-3181（代表）
ＦＡＸ 058-245-6904
メール　jinken_gifu_moj_bal@moj.go.jp
岐阜地方法務局人権擁護課
岐阜県人権擁護委員連合会
研修は，平日の９時から１６時までの時間帯で約１時間程度を予定しています。それ以外の時間帯や研修時間を希望される場合は相談してください。
法務局，人権擁護委員は企業が行う人権課題の研修会や
講習会等に講師を派遣して，企業の取組をサポートします。
講師派遣の申込みは，岐阜地方法務局人権擁護課まで，電話またはＦＡＸで御連絡ください。
＊人権啓発用のＤＶＤ等の貸出しも行っています。
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